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1.　本論文の目的

　会計が経営の業績と財政状態を表すために創造され、実践されて以来、会計は経営に影響

を与え、経営から会計の進むべき道を汲み取り、経営と会計は相互に影響しあいながら発展

してきた。社会における会計の役割が明確にされながらも、会計の機能を果たすそれぞれの

過程で常に問題となったのは、経営者に委ねられる裁量の範囲であり、その裁量の結果に対

する監査人の意見であったろう。この問題は会計が抱える本質的なものであるため、会計に

係わる様々な局面において議論が沸き起こり、経済の発展とともに新たな局面において類似

の問題が提起され、その問題解決を迫られる事態が繰り返されているように思われる。

　会計プロセスの中核的な処理ルールである複式簿記が時代を超えて普遍的なものであるの

に対して、会計基準は、経済社会や企業活動の変化に伴って改訂され、新たなものが設定さ

れる、という進化の特徴を有している。したがって、経営者には、時代とともに変化する会

計基準に対応することが求められ、その時々の会計基準には、会計処理を画一的に定めるこ

とが適当ではない場合に、経営者に選択的な適用を認める裁量が含まれることが常となる。

すなわち、認められる会計処理の方法を列挙し、それらの中から経営者が適切であると考え

るものを選択する、という形になっている。さらに、経営者がある方針を選択したとしても、

その方針を適用するに際して必要となる認識や見積りに経営者の判断が不可欠となる。この

ように考えると、開示される会計情報は経営者の判断によってかなりの影響を受けざるを得

ないことが理解される。

　企業の経営成績と財政状態を適切に表すために作り出される会計情報がその企業経営の責

任を担う立場にある経営者のとる裁量行動によって影響を受けることの実体は、会計基準の

策定および改訂の際に熟慮されねばならないことがらであろう。なかでも、本論文が取り上

げる固定資産の減損に係る会計基準は、こうした状況が如実に表れた代表的なものとなって

いる。

　固定資産の減損に係る会計基準が適用されるまで、固定資産は取得原価で貸借対照表に計

上され、それらの資産が将来もたらすことが期待される経済的価値との関連性を開示の時点

で問われることはなかった。したがって、経営者の決定した資本的支出が事後的に妥当なも
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のであったか否かを外部の利害関係者が判断する手立ては乏しかった。そうした状況下にあ

る日本企業では、巨額の資本的支出が必要になる固定資産の経済性計算は甘くなり、横並び

から投資決定が下されることもあり、厳しい事後的な評価が行われ難い、といった状況が継

続してきたのではないかと推測される。

　会計政策を広義に定義すると、会計に係わるすべての判断あるいは意思決定を含むことに

なろう。そして、それは会計基準の設定に関するマクロレベルの公的な会計政策と企業の経

営者によるミクロレベルの私的な会計政策とに区分することができる。ミクロレベルの会計

政策をさらに分類すると、全体系は、以下のようにまとめることができる。

（ⅰ）マクロレベルの公的な会計政策─会計基準の設定機関による政策

（ⅱ）ミクロレベルの私的な会計政策

　　第 1分類─会計基準の選択に関する政策

　　第 2分類─会計基準を適用するタイミングに関する政策

　　第 3分類─代替的会計方法の中から選択する政策

　　第 4分類─選択した会計方法の適用に伴う判断と見積りに関する政策

　　第 5分類─一般に公正妥当と認められた表示方法に関する政策

　しかし、このように区分したとしても、これら二つの政策はそれぞれ独立したものではな

く、相互に関係しあっていることに留意しなければならない。

　本論文では、会計政策を「会計に期待される役割を果たすために、具体的な対応策の指針

となる方針を考量し、決定することである」と定義し、第 2分類に属する「固定資産の減損

に係る会計基準」を適用するタイミングを巡る政策決定について探究することを目指すこと

にしよう。

2.　固定資産の減損に係る会計基準の適用について

　減損会計の会計基準をわが国に導入する際には、関係各方面の準備作業および企業側の受

入れ準備等に対する配慮から、以下の 3期間のうちいつ適用するかの決定が企業の自由裁量

に委ねられた。すなわち、第 1段階として、2004 年 3 月 31 日から 2005 年 3 月 30 日まで

に終了する事業年度に係る財務諸表および連結財務諸表から適用することが特認され、第 2

段階として、2004年4月1日以降開始する事業年度から適用することが容認された。そして、

最終の第 3段階として、2005 年 4 月 1 日以降開始する事業年度から強制適用されることに

なった。

　当時上場されていた一般事業会社の有価証券報告書にある注記事項に基づいて、適用時期

による分類を施すと、以下のとおりとなる。

（1）　  早々期適用企業群：2004 年 3 月 31 日から 2005 年 3 月 30 日までの決算で適用した
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企業 191 社（以下、早々期群と略記する）

（2）　  早期適用企業群：2005 年 3 月 31 日から 2006 年 3 月 30 日までの決算で適用した企

業 356 社（以下、早期群と略記する）

（3）　  強制期適用企業群：2006 年 3 月 31 日から 2007 年 3 月 30 日までの決算で適用した

企業 1,570 社（以下、強制期群と略記する）

　株式などの金融商品については既に時価評価が取り入れられていたが、減損会計の対象は

無形固定資産を含む固定資産全般に及ぶため、その損失金額は金融商品への時価評価の場合

に比べて巨額となることが予想されていた（1）。その影響の大きさは、2005 年 1 月 1 日付の

日本経済新聞が、2005 年に予想されるニュースのランキングで「減損会計の強制適用」に

7位の順位を与えていたことからもうかがえる。

　3つの適用期別にみた企業の減損損失（連結）、経常利益への影響額、税金等調整前利益

への影響額に関する基本統計量は、図表 1の通りである（2）。減損損失の計上額は、早々期

適用企業、早期適用企業、強制期適用企業の順に小さくなっている。巨額の減損損失を計上

しなければならない企業が適用を急いだということもあろうが、これには企業規模が大きく

影響していると推測される。

　早々期における企業規模を表す 4つの会計数値について基本統計量をまとめると、図表 2

───────────
（1） 減損会計の対象は固定資産であり、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる。固

定資産として計上されていないリース資産も対象に含まれる。しかし、他の基準に減損処理に関する定

めがある資産については、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の対象からは除かれている。
（2） これらの値は、連結財務諸表の注記から採ったものであり、経常利益への影響額が開示されていない企

業が多数に上っていた。なお、ここでの調整平均は、上下各5％に入る値を除いて計算した平均である。

図表 1　適用期別の減損損失計上額とその利益への影響額
（金額単位：百万円）

減損損失（連結） 経常利益への影響 税金等調整前当期純利益への影響

早々期
適用企業

早期
適用企業

強制
適用企業

早々期
適用企業

早期
適用企業

強制
適用企業

早々期
適用企業

早期
適用企業

強制
適用企業

企業数 179 347 1,559 2 33 165 174 338 1,540

平均値 7,774 4,746 1,205 1,022 659 92 -7,781 -4,143 -1,147

調整平均 3,039 2,291 430 1,022 431 80 -3,033 -2,185 -417

標準偏差 30,078 14,535 4,677 1,620 1,549 695 30,148 10,533 4,425

最小値 0 0 0 -124 1 -7,579 -325,579 -75,383 -64,296

第 1四分位 234 78 0 449 60 4 -3,350 -2,679 -527

中央値 872 680 77 1,022 125 37 -865 -677 -71

第 3四分位 3,321 2,832 559 1,594 548 106 -230 -75 0

最大値 325,579 182,856 65,480 2,167 8,384 2,886 14 0 0
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となる（3）。この図表からも、適用時期については、企業規模の大小が選択に影響している

ことがわかる。規模の指標として資産をとれば、その規模が大きい企業はその内訳となる固

定資産を多額に保有していたはずである。

　また、減損会計の適用にはかなりの準備作業が必要になり、会計の専門スタッフを多数抱

えている規模の大きい企業はその作業を円滑に進めることができたであろう。さらに、売上

高や利益の水準が高ければ減損損失を計上しても満足な水準の当期利益が確保できる見通し

が立ち、減損会計の適用に踏み切ることができた、と推測することもできる。

　次に、規模の指標として、図表 2の 4 指標に加えて、売上総利益、営業利益、税金等調

整前当期純利益そして当期利益の 4つを取り上げ、適用時期と企業規模の関係について、分

散が等しくないと仮定した 2標本による、平均値の差の検定と中央値の差の検定（4）を行っ

たところ、以下にまとめられる結果が得られた。8つの指標のすべてについて、早々期群と

早期群との間には、統計的に有意な差があるとはいえない。早期群と強制期群との間では、

8つの指標のすべてについて 1％の有意水準で差がないとする仮説は棄却される。したがっ

て、早期群は、強制期群と比べて、8つの指標すべてで有意に規模が大きいといえる。また、

早々期群と強制期群との間では、税金等調整前当期純利益と当期利益を除けば、1％の有意

水準で差がないとする仮説は棄却される。このことは、早々期にあたる決算数値を使用して

比較分析を行っているため、早々期群の税金等調整前当期純利益と当期利益は減損損失の計

上による影響を受けており、経常利益までにみられた有意な差が消えたことによるものであ

───────────
（3） 連結財務諸表を作成していない企業については、個別財務指標の数値を使用した。
（4） ここでは、マン・ホイットニー（Mann-Whitney）の U検定を使う。

図表 2　適用企業別の規模の指標
（2004 年 3月 31 日から 2005 年 3月 30 日までの決算日の財務諸表より）

（金額単位：百万円）

固定資産合計 資産合計 売上高・営業収益 経常利益

早々期適用 早期適用 強制適用 早々期適用 早期適用 強制適用 早々期適用 早期適用 強制適用 早々期適用 早期適用 強制適用

企業数 191 356 1,570 191 356 1,570 191 356 1,570 191 356 1,570

平均値 285,450 351,971 98,484 513,644 590,277 187,980 450,880 495,204 166,341 24,149 23,208 8,711

調整平均 139,732 166,710 40,885 293,396 311,051 87,935 287,273 239,166 83,446 13,980 11,768 3,730

標準偏差 1,038,901 1,088,277 489,884 1,378,059 1,694,890 759,527 949,273 1,641,009 618,426 62,187 101,122 56,416

最小値 1,109 741 104 4,229 3,252 855 1,445 2,960 594 -3,794 -92,046 -110,295

第 1四分位 15,611 15,894 8,874 42,141 33,963 21,821 46,653 32,166 20,745 1,630 1,264 575

中央値 40,496 45,917 20,087 106,098 87,726 45,671 117,962 90,816 44,655 5,724 3,695 1,789

第 3四分位 147,394 153,678 49,949 339,054 310,215 109,179 370,798 305,265 114,038 16,597 13,089 4,749

最大値 12,360,400 13,191,770 15,343,730 13,900,910 22,040,230 19,434,870 7,496,391 17,294,760 11,095,540 552,116 1,765,793 1,527,348
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る。そのことを考慮すれば、早々期群は強制期群と比べて有意に規模が大きいといえよう。

以上をまとめると、早々期群と早期群との間には有意な差はないが、両群は強制期群よりも

規模の点で有意に大きい、ということができる。

3.　適用時期と業種について

　全国証券取引所に上場している企業はさまざまな業種に分類されている。日経NEEDS

では各企業に独自の業種コードを与えており、一般事業会社については製造業と非製造業の

大分類に続いて、中分類を適用して 33 種の業種に区分されている。本節では、この中分類

にしたがった業種区分と減損会計の適用時期別に分類される 3群との間の関係について検討

することにしよう。すなわち、強制されるよりも早い時期に適用した企業群には、他の時期

に適用した企業群と比較すると、業種について何らかの特徴がみられるのであろうか。固定

資産を多く抱えている業種の企業は早めに適用したのであろうか。あるいは、その逆に、適

用を強制されるまで待つことを選択したのであろうか。

　2004 年 3 月 31 日に決算日を迎えた時点から 1年の間に全国証券取引所に上場していた

一般事業会社 2,117 社を対象に、減損会計の適用時期別に業種分類を当てはめたところ、図

表 3に示される分布状況になった。業種分類別に企業数をみると、サービス（222 社）、商

社（221 社）、電気機器（205 社）、機械（164 社）、化学（156 社）、建設（137 社）、小売業

（126 社）、食品（103 社）、非鉄・金属（94 社）の順になっている。これは、適用時期別に

みた業種の順番とかなり類似していることがわかる。

図表 3　適用時期と業種

業　種 早々期適用 早期適用 強制期適用

食品 13 6.80％ 14 3.90％ 76 4.80％

繊維 1 0.50％ 9 2.50％ 49 3.10％

パルプ・紙 0 0.00％ 3 0.80％ 17 1.10％

化学 13 6.80％ 26 7.30％ 117 7.50％

医薬品 2 1.00％ 2 0.60％ 31 2.00％

石油 3 1.60％ 4 1.10％ 3 0.20％

ゴム 0 0.00％ 3 0.80％ 16 1.00％

窯業 5 2.60％ 5 1.40％ 35 2.20％

鉄鋼 4 2.10％ 11 3.10％ 34 2.20％

非鉄・金属 6 3.10％ 21 5.90％ 67 4.30％

機械 13 6.80％ 18 5.10％ 133 8.50％

電気機器 14 7.30％ 33 9.30％ 158 10.10％

造船 0 0.00％ 0 0.00％ 6 0.40％
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自動車 4 2.10％ 11 3.10％ 49 3.10％

その他輸送用機器 2 1.00％ 1 0.30％ 8 0.50％

精密機器 3 1.60％ 4 1.10％ 33 2.10％

その他製造 2 1.00％ 12 3.40％ 59 3.80％

水産 0 0.00％ 2 0.60％ 3 0.20％

鉱業 1 0.50％ 3 0.80％ 4 0.30％

建設 18 9.40％ 26 7.30％ 93 5.90％

商社 20 10.50％ 26 7.30％ 175 11.10％

小売業 21 11.00％ 35 9.80％ 70 4.50％

その他金融 5 2.60％ 10 2.80％ 24 1.50％

不動産 9 4.70％ 9 2.50％ 34 2.20％

鉄道・バス 4 2.10％ 12 3.40％ 15 1.00％

陸運 0 0.00％ 5 1.40％ 21 1.30％

海運 0 0.00％ 5 1.40％ 11 0.70％

空運 0 0.00％ 0 0.00％ 5 0.30％

倉庫・運輸関連 3 1.60％ 4 1.10％ 28 1.80％

通信 0 0.00％ 2 0.60％ 15 1.00％

電力 2 1.00％ 9 2.50％ 0 0.00％

ガス 2 1.00％ 4 1.10％ 7 0.40％

サービス 21 11.00％ 27 7.60％ 174 11.10％

計 191社 100.00％ 356社 100.00％ 1,570社 100.00％

　早々期群 191 社についてみると、紙・パルプ、ゴム、造船、水産、陸運、海運、空運、

通信の 8業種に属する企業は存在しないが、他の 25 の業種に散らばっている。上位の業種

を多い順に並べると、小売業（21 社）、サービス（21 社）、商社（20 社）、建設（18 社）、

電気機器（14 社）、食品（13 社）、化学（13 社）、機械（13 社）、不動産（9社）、非鉄・金

属（6社）となり、非製造業が上位を占めていることがわかる。早期群 356 社について上位

の業種を多い順に並べると、小売業（35社）、電気機器（33社）、サービス（27社）、化学（26

社）、建設（24 社）、商社（24 社）、非鉄・金属（21 社）、機械（18 社）、食品（14 社）と

なり、製造業が上がってくるが、非製造業の上位に占める割合の高いことに変わりはない。

強制期群 1,570 社についてみると、商社（175 社）、サービス（174 社）、電気機器（158 社）、

機械（133 社）、化学（117 社）、建設（93 社）、食品（76 社）、小売業（70 社）、非鉄・金

属（67 社）、という順番になっている。

　強制期を待たずに適用した企業の割合が 30％を超える業種を調べてみると、以下のよう

なことがわかる。まず注目される点は、企業の数は少ないが、電力、石油、鉄道・バス、ガ

スといった公益性の高い業種に属する企業が強制される前に適用していることである。これ

らの企業では資産に占める固定資産の割合が高いばかりか、多額の負債を抱えている企業も

多く存在している。しかし、これらの業種は地域独占的であり、参入障壁が高いという特性
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がみられ、競争にさらされている程度は低い分、減損損失を計上することの影響を懸念しな

ければならない切迫感は相対的に乏しかったのではないかと思われる。次に、製造業に属す

る業種は 12 位にランクされた鉄鋼が最高位であり、強制期を待って適用した製造業の多い

ことがわかる。製造業に分類される業種は企業数も多く、同じ業種に属しながらも対応に多

様性が見られることから生じた結果であろう。

　3つの適用期別に業種別の企業割合を計算し、その割合の相関係数を求めると、図表 4の

ようになる。ここで、対角線の下がピアソンの相関係数、上がスピアマンの順位相関係数で

ある。

　高い相関係数の値からは、業種別の適用時期に違いは大きくないように思われる。適合度

の検定の結果については、期待度数を強制期適用としたときのカイ 2乗値は、対早々期適用

が 0.4193、対早期適用が 0.3009、となり、両群それぞれで等しいとする帰無仮説を棄却す

ることには無理があり、等しいとも等しくないとも言えないようである。

4.　計上された減損損失と固定資産の内容

　減損会計の対象は固定資産であり、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が

含まれる。固定資産として計上されていないリース資産も対象に含まれる。しかし、他の基

準に減損処理に関する定めがある資産については、「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」の対象からは除かれている。

　これまで取得原価主義の適用により減損が表面化することなく、固定資産の管理が甘くな

りがちであった企業は、適用の前に様々な対応をとってきたであろう。会計基準の設定を早

めに宣言し、3段階の適用を認める異例の措置を講じたことから、措置を講じられずに残さ

れて減損損失を計上せざるを得なくなった固定資産には何があり、どのような割合になった

のかは、きわめて興味深い問題である。

　計上された減損損失を対象となった固定資産について注記情報から得られた結果をまとめ

た図表 5に示されているように、全体の 70％前後が土地であった。このことは、いかに日

本企業が土地を多く所有していたかということと、バブルの崩壊とともにどれほど土地の値

下がりが大きかったかということを物語っている。これらの土地のかなりが遊休の固定資産

図表 4　適用時期と業種に関する相関行列

相関行列 早々期適用 早期適用 強制期適用

早々期適用 1.0000 0.8489 0.7853

早期適用 0.9005 1.0000 0.8139

強制期適用 0.8596 0.8496 1.0000
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であったことも注記から読み取れる。

　減損損失の計上額の多い順に企業を並べ、減損となった固定資産の内訳とともに上位 50

社をまとめたものが図表6である。減損損失の計上額が最多となった企業はダイエーであり、

土地と建物・構築物に巨額の減損損失を計上している。土地の減損損失を最も多額に計上し

た企業は新日本石油であった。

　土地に続いて多額かつ割合の高かったものは、建物・構築物であり、続いて機械設備となっ

ている。建物・構築物の減損損失を最も多額に計上した企業はダイエーであり、機械設備の

減損損失を最も多額に計上した企業は、KDDI であった。

　同一の業種に属する企業であっても、強制期を待たずに早々期あるいは早期に適用したと

ころがあったことは前述のとおりであるが、業種を考慮せずに産業全体をみたときに、早々

期適用群と早期適用群との間に有意な規模の差はなかった。しかし、業種ごとにみたときに

もこのことは妥当するのであろうか。固定資産および資産合計の規模について、適用企業数

図表 5　適用された固定資産の内訳
（金額単位：百万円）

土地 建物・構築物 機械設備 運搬具 工具器具備品 リース資産

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

企業数 1,093 社 810 社 303 社 9 社 159 社 117 社

平均値 2,294 0.606 1,477 0.213 640 0.066 130 0.001 310 0.015 570 0.019

調整平均 942 0.618 632 0.186 312 0.030 130 0.000 59 0.002 246 0.002

標準偏差 9,485 0.377 6,686 0.265 1,760 0.188 236 0.028 2,153 0.082 2,305 0.096

最小値 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

第 1四分位 79 0.238 46 0.000 20 0.000 0 0.000 3 0.000 23 0.000

中央値 311 0.703 201 0.103 93 0.000 10 0.000 19 0.000 105 0.000

第 3四分位 1,158 1.000 848 0.351 433 0.000 63 0.000 66 0.000 259 0.000

最大値 160,773 1.000 155,937 1.000 15,722 1.000 645 0.876 25,792 1.000 23,430 1.000

建設仮勘定 ソフトウエア 無形固定資産 投資不動産 その他

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

企業数 25 社 32 社 168 社 18 社 436 社

平均値 1,627 0.004 297 0.006 530 0.027 921 0.007 641 0.034

調整平均 815 0.000 142 0.000 210 0.003 921 0.000 295 0.018

標準偏差 4,481 0.050 945 0.057 1,735 0.123 1,824 0.067 1,923 0.092

最小値 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

第 1四分位 42 0.000 4 0.000 7 0.000 45 0.000 12 0.000

中央値 189 0.000 60 0.000 58 0.000 210 0.000 62 0.000

第 3四分位 741 0.000 168 0.000 214 0.000 843 0.000 306 0.017

最大値 21,930 1.000 5,252 0.986 13,059 1.000 7,232 1.000 20,474 1.000
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が少なくとも 10 社を超える業種において早々期適用群と早期適用群との間に平均値で有意

な差があるか否かの検定を行った。分散が等しくないと仮定した t－検定により、平均に差

がないとする帰無仮説が棄却されるか否かを検証した。食品では、固定資産および資産合計

について 5％水準では棄却できないが、10％の有意水準では棄却されるため、10％の有意水

準では早々期群が早期群よりも規模が大きいといえる。電気機器での結果は、食品と類似し

ている。サービスでは、固定資産は 10％有意水準で、資産合計は 5％の有意水準で、早々

期群が早期群よりも規模が大きいといえる。

　早期群が早々期群よりも有意に規模が大きいといえるのは、機械、商社、不動産の業種に

ついてである。機械では 10％の有意水準で、商社および不動産では 5％の有意水準で、固

定資産および資産合計ともに早期群が早々期群よりも有意に規模が大きいといえる。なお、

化学、建設そして小売業では、両群に有意な差があるとはいえない、という結果である。

表 6　減損損失計上額上位 50位
（金額単位：百万円）

順位 会　社　名 適用期 減損損失 土地
建物 ･
構築物

機械装置
工具器具
備品

リース
資産

建設
仮勘定

無形
固定資産

投資
不動産

その他

1 ダイエー 早々期 325,579 156,710 155,937 12,932

2 大京 早期 182,856 122,904 53,017 6,935

3 新日本石油 早期 171,482 160,773 6,369 4,334

4 東京急行電鉄 早々期 87,613 65,469 13,615 8,525

5 イオン 早期 83,335 14,137 46,870 8,449 7,137 6,740

6 川崎製鐵 早期 73,455 54,279 10,287 8,889

7 UFJ ニコス 早々期 66,188 61,084 4,580 78 443

8 西武鉄道 64,296 40,069 16,900 148 237 6,733 104 102

9 新日本製鐵 早々期 60,055 35,792 20,857 3,406

10 三井住友建設 早期 59,578 35,377 23,461 739

11 積水ハウス 早々期 59,469 39,771 18,661 749 286

12 大成建設 52,592 26,657 22,672 3,259

13 西友 49,289 16,198 27,654 1,233 995 3,208

14 ユニー 早期 48,962 10,055 26,839 12,068

15 武富士 47,525 34,394 6,356 1,147 230 5,397

16 東日本旅客鉄道 早期 46,355 40,764 5,324 264

17 中部電力 早期 45,625 31,714 3,151 6,878 3,880

18 三菱自動車工業 45,084 20,665 3,944 20,474

19 関西電力 早期 44,312 2,821 7,673 21,930 11,888

20 東急建設 早々期 43,899 40,493 2,949 65 389

21 TCプロパティーズ 早々期 43,899 40,493 2,949 65 389

22 長谷工コーポレーション 早期 40,815 29,252 9,246 1,372 946

23 東京ドーム 39,817 12,252 14,775 12,788

24 藤和不動産 早期 38,811 32,307 4,301 446 1,755
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25 名古屋鉄道 早期 38,660 9,087 15,550 624 2,433 10,964

26 マツダ 36,650 4,089 2,687 3,986 25,792 96

27 ソフトバンク 36,478 113 1,098 23,430 2,867 3,151 5,812

28 三菱地所 35,321 24,618 5,374 5,329

29 三井不動産 早期 33,806 12,384 11,179 10,243

30 昭和シェル石油 早々期 33,728 27,592 6,133

31 太平洋セメント 33,435 24,093 6,005 1,007 2,320

32 コニカミノルタホールディングス 32,752 13,464 11,006 1,539 3,972 2,769

33 ヤマハ 早期 32,703 10,199 22,392 85 26

34 日産自動車 26,827 21,840 2,959 2,028

35 イトーヨーカ堂 早々期 26,514 13,420 11,957 1,137

36 エス・バイ・エル 26,512 8,910 15,780 1,821

37 不二サッシ 25,263 20,921 1,236 2,198 810 93

38 住友不動産 25,244 25,244

39 東洋製罐 24,789 3,085 6,957 13,600 1,145

40 KDDI 早期 23,448 945 15,722 6,780

41 近畿日本鉄道 22,225 6,022 14,723 648 831

42 サンリオ 早期 21,936 783 19,273 1,103 189 364 215

43 セイノーホールディングス 21,924 19,653 2,016 255

44 住友電気工業 早期 21,745 1,894 11,467 4,761 2,954 669

45 南海電気鉄道 21,094 14,051 5,406 25 1,451 131 28

46 新潟交通 早期 21,041 20,814 183 45

47 日本郵船 早期 20,606 8,593 3,200 6,094 2,714

48 全日本空輸 20,451 8,240 11,386 19 806

49 マルエツ 早々期 19,060 6,996 7,613 981 3,469

50 日本航空 18,705 6,274 10,361 2,069

5.　早々期適用の時点における企業群の財務指標

　2004 年 3月 31 日に終了する決算日から 1年間（早々期）の早々期における財務指標から、

この期に適用した企業群には、適用しなかった企業群と比較して、何らかの特徴を見い出す

ことができるのだろうか。最も早く任意で適用した企業は、強制されるまで適用しなかった

企業と比較して、財務的にいかなる特徴を有しているのであろうか。減損会計を適用するこ

との目的が財務諸表の透明性を確保し、企業の財務体質の改善を促すことにあるとすると、

これらの企業では、適用後に財務体質の改善の成果が現れているのだろうか。本節では、全

国証券取引所に上場している一般事業会社の有価証券報告書をEDINET等から入手し、早々

期に任意適用した企業と適用しなかった企業群とを対比しながら、こうした疑問に対して仮

説検定に基づく統計的なアプローチによって答えを探求することにしよう。
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　売上高の収益性、使用総資本の収益性、および株主資本の収益性において、適用企業が非

適用企業を平均で上回っている。帰無仮説は、売上高収益性および使用総資本収益性に関し

て、営業利益率で棄却されているが、経常利益率では棄却されない。したがって、売上高営

業利益率および使用総資本営業利益率については、早々期適用企業が優っているが、売上高

経常利益率および使用総資本経常利益率については、平均は高い値を示しているが、優劣を

判定することはできない、という結論になる。しかし、株主資本収益性になると、営業利益

率および経常利益率の両面で帰無仮説は棄却される。すなわち、株主資本営業利益率および

株主資本経常利益率について早々期適用企業が優っている、とみることができる。

　営業利益の段階までの収益性については適用企業が有意に上回っているが、経常利益の段

階になると、低い株主資本比率がプラスに働き、株主資本の収益性で適用企業が有意に優っ

ているという結果を導いているのであろう（5）。

　財務の安定性を示す 3つの指標について分析してみると、非適用企業が適用企業をすべて

で上回っている。固定比率については、両群の間で平均の差が見いだされないが、負債比率

については 5％の有意水準で、株主資本比率については 10％の有意水準で、非適用企業の

方が優れており、早々期適用企業が劣っている、と考えられることが示されている。また、

使用総資本回転率の値については、両企業群の間で差異があるとは考えられない。

　減損会計を早々期に適用した企業のねらいには、財務体質の改善を図ることがあったと思

われる。果してそのねらいは達成されたのであろうか。もちろん、減損会計の適用だけで改

善が図られるわけではないが、早々期に自発的に適用した企業は、そうしなかった企業に比

べて、財務体質の改善を早くから推し進めてきたのではないか、と思われる。そこで、

2004 年 3 月期に適用した企業について、2003 年 9 月と 2004 年 9 月における中間決算の財

務データに基づく財務指標を比較することによって、財務体質がどのように変化したかを明

らかにすることにしよう（6）。

　ここでの改善度は、2004 年の値から 2003 年の値を引いた値の大きさによって示される

ものとする。高い値が望ましい指標については、正の値が改善を意味し、低い方が望ましい

指標については、その逆に、負の値が改善を示している。減損会計の適用いかんに関わらず、

表のすべての指標について、2003 年から 2004 年の 1 年間のうちに改善が進んだことがわ

かる。これほど急速に財務指標に改善がみられたことは興味深い。それでは、適用企業と非

適用企業とでは改善度に有意な差が現れているのであろうか。

　さらには、早々期に適用した企業の中には、本業の業績が悪いにもかかわらず、減損損失

を計上することによってさらに最終損益の赤字を増やした企業と、適用しなければ最終損益
───────────
（5） 財務指標の平均、中央値および調整平均による比較については、辻（2005）を参照されたい。
（6） ここでの中間決算の財務データに基づく財務指標のうち貸借対照表の数値は期首と期末の平均ではな

く、9月中間決算の値を用いている。
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の赤字をまぬがれたであろう企業とが存在していたことも注目に値する。いわゆるビッグバ

スによる業績の回復を狙ったようにも思われるし、赤字を計上しようとも、企業体質の改善

を急ぐことを選択したのであろう。

　もちろん、減損会計の適用だけによって業績の回復を実現することは期待しがたいが、

早々期適用企業の中で 2004 年 9 月中間決算において最終損益に赤字を計上している企業が

13 社と激減している事実は、注目に値する。この数は、118 社に対して 11％にあたり、減

損損失を計上した 2004 年 3 月期の割合よりもかなり少なくなっている。全体では 329 社が

2004 年 9 月中間決算において最終損益に赤字を計上しており、その割合が 16.9％と 2004

年 3 月期よりも増えていることと対照的なのである。

　一対の標本による平均の t- 検定を早々期適用企業の 2003 年 9 月と 2004 年 9 月の財務指

標に対して実施して、減損会計の適用後に財務指標が改善されたか否かを検証すると、分析

の対象としたすべての財務指標において、2004 年 9 月の値が望ましい改善を示している。

2003 年 9 月の値との間には 1％以下の有意水準で差があることが示されている。これまで

の検定において有意な差が現れることのなかった使用総資本回転率においてさえ、0.01％の

有意水準で 2004 年 9 月の優位性を示していることは注目に値する。

　次に、早々期において任意適用した企業群とそうしなかった非適用企業群とを比べ、両群

の間に違いがあると判断される財務指標に注目することにしよう。まず気が付くことは、当

期利益を分子にする利益率のうち売上高利益率については、中央値でも平均値でも早々期適

用企業群が劣っていることが有意に言えそうである。しかし、使用総資本利益率については

中央値がほぼ等しい値ととっており、有意な差があるとは言えない。なお、売上高営業利益

率に影響を与える売上高原価率と売上高販管費率および流動比率と株主資本比率について

は、両群に差があるとは言えない。

　固定資産に減損会計を適用した成果は、使用総資本回転率および固定資産回転率に現れて

いるよう思われる。前者については平均値と中央値でともに有意な差があると判断され、後

者については中央値で有意な差があらわれている。また、流動資産回転日数について、中央

値に有意な差があることは興味深い。また、適用企業において収益性および安定性について

改善度が高かったことの成果は、株主資本利益率の大幅な改善に結びついている。減損会計

の適用によって、かなりの企業が目的としている株主資本利益率の大幅な改善に成功してい

ることが、ここでの分析から明らかになったと言えよう。
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図表 7　早々期適用の時点における早々期適用企業群と非適用企業群の財務指標

使用総資本利益率（％） 売上高利益率（％） 売上高原価率（％）

早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定
早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定
早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定

企業数 191 1913 191 1913 188 1902

平均値 0.010 0.022 0.0169 ** 0.001 0.026 0.0128 ** 0.732 0.740 0.2670

調整平均 0.018 0.023 0.018 0.026 0.745 0.754

標準偏差 0.079 0.060 0.157 0.061 0.177 0.156

最小値 -0.483 -1.151 -1.747 -0.861 0.132 0.045

第 1四分位 0.005 0.009 0.005 0.009 0.689 0.678

中央値 0.020 0.020 0.6518 0.018 0.020 0.0946 * 0.771 0.774 0.8672

第 3四分位 0.042 0.037 0.039 0.041 0.852 0.846

最大値 0.232 0.930 0.263 0.820 1.156 1.080

売上高販管費率（％） 流動比率（比） 株主資本比率（％）

早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定
早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定
早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定

企業数 189 1907 191 1913 189 1913

平均値 0.223 0.207 0.1260 1.767 1.736 0.4073 0.434 0.429 0.3769

調整平均 0.203 0.193 1.535 1.564 0.431 0.426

標準偏差 0.180 0.143 1.763 1.627 0.211 0.211

最小値 0.019 0.009 0.363 0.145 0.001 0.001

第 1四分位 0.104 0.108 0.933 1.001 0.264 0.267

中央値 0.168 0.177 0.9731 1.321 1.361 0.6476 0.417 0.411 0.7420

第 3四分位 0.266 0.260 2.036 1.983 0.596 0.579

最大値 0.980 1.035 20.031 48.071 0.934 0.931

使用総資本回転率（回） 固定資産回転率（回） 流動資産回転日数（日）

早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定
早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定
早々期適用
企業

非適用
企業

p値 判定

企業数 191 1913 191 1913 191 1913

平均値 1.197 1.083 0.0092 *** 3.224 3.398 0.3139 231.327 295.075 0.1276

調整平均 1.159 1.028 2.953 2.502 184.102 197.171

標準偏差 0.635 0.613 2.686 13.174 378.120 2137.035

最小値 0.072 0.003 0.261 0.011 27.796 23.569

第 1四分位 0.759 0.719 1.544 1.382 114.866 132.822

中央値 1.071 0.958 0.0107 ** 2.301 2.088 0.0170 ** 163.762 190.346 0.0175 **

第 3四分位 1.557 1.304 3.612 3.217 243.284 252.943

最大値 4.022 5.894 16.493 546.135 4776.245 86761.254
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6.　適用時期の相違と財務指標の関係

　これまでの分析から、早々期あるいは早期に適用し、固定資産の管理に改善を図った企業

群が収益性に関する財務指標において優れていることが明らかになった。ここでは、すべて

の企業が適用を行った強制期において、収益性に関する総合的な指標である使用総資本利益

率の高低は、どのように説明されるのかを多重回帰分析から検討することにしよう。

　強制期の使用総資本利益率（％）に与える変数を考える時まず初めに、早々期に高い（低

い）比率を有している企業は強制期においても高く（低く）なる傾向があると考えられる。

それに加えて高低を決めるのは、この間にどれほど改善が図られたかということであろう。

　資本収益性はそもそも売上高収益性と資本回転率によって決まるので、それらの財務指標

の改善度を用いるのが妥当であろう。売上高収益性を代表する売上高営業利益率は、売上高

原価率と売上高販管費率によって決まるので、それらの改善度は有力な説明変数となろう。

資本回転率については、固定資産回転率および流動資産日数の改善度を用いることができ

る。さらに健全性を表す指標である流動比率および株主資本比率の改善度を加えることが考

えられる。ここで、改善度として、強制期と早々期における財務の差を計算している。

　以上の考察から得られる回帰モデルは、以下のようになろう。

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 1 9 2y a b x b x b x b x b x b x b x b d b d           

ここで、

y ＝使用総資本利益率（％）強制期

x1 ＝使用総資本利益率（％）早々期

x2 ＝売上高原価率（％ P）改善度

x3 ＝売上高販管費率（％ P）改善度

x4 ＝固定資産回転率（日）改善度

x5 ＝流動資産回転日数（日）改善度

x6 ＝流動比率（比）改善度

x7 ＝株主資本比率（％ P）改善度

d1 ＝早々期適用ダミー

d2 ＝早期適用ダミー

　分析の結果はほぼ期待した通りになった。早々期に高い（低い）使用総資本利益率であっ
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た企業は強制期においても高い（低い）値となることはないとする帰無仮説が、有意水準1％

で棄却される。売上高収益性の改善度を表す売上高原価率の改善度と売上高販管費率の改善

度は、ともに使用総資本利益率の高低に影響を及ぼしている可能性が支持されよう。それら

の係数がマイナスとなっているのは、値が小さいほうが売上高収益性を高めるからである。

すなわち、早々期よりも強制期の方が小さな値となることによって売上高を高めて、使用総

資本利益率を上昇させたと考えることができよう。

　その一方において、固定資産回転率の改善度と流動資産回転日数の改善度は、使用総資本

利益率に対してほとんど影響を及ぼしてはいない、と考えられる。本来であれば、これらの

改善は収益性を高める効果を有するはずであるが、そのような結果にならなかった理由とし

ては、これらの改善が売上高収益性の改善に反映されてしまっていることや、適用期を別に

して、多くの企業においてこれらの改善がいきわたっていて、収益性に直接貢献することに

はならない、などが考えられよう。

　健全性を示す財務指標のうち、流動比率の改善は影響を及ぼさないが、株主資本比率の改

善は有意に影響を与えていることが示唆される。日本企業については財務レバレッジを効か

せて資本収益性を高めるということは一般的に観察されず、株主資本比率と収益性との間に

は正の相関が存在していることはよく知られている。

　早々期適用ダミーと早期適用ダミーについても、ともに有意に正の係数を伴って使用総資

本利益率に影響を与えていることが示されている。固定資産の減損会計基準を早くに適用し

た企業は、固定管理の管理に改善を施し、収益性の向上に努めたことが示唆されている。

図表 8　説明変数間の相関行列

使用総資本
利益率（％）
早々期

売上高原価
率（％P）改
善度

売上高販管
費率（％P）
改善度

固定資産回
転率（回）改
善度

流動資産回
転日数（日）
改善度

流動比率
（比）改善度

株主資本比
率（％P）改
善度

使用総資本利益
率（％）早々期

1.000 0.152 0.156 -0.029 0.028 -0.031 -0.132

売上高原価率
（％P）改善度

0.152 1.000 0.013 0.012 0.032 -0.111 -0.114

売上高販管費率
（％P）改善度

0.156 0.013 1.000 -0.028 0.283 0.074 -0.032

固定資産回転率
（回）改善度

-0.029 0.012 -0.028 1.000 -0.015 0.028 -0.015

流動資産回転日
数（日）改善度

0.028 0.032 0.283 -0.015 1.000 0.099 0.022

流動比率（比）改
善度

-0.031 -0.111 0.074 0.028 0.099 1.000 0.189

株主資本比率
（％P）改善度

-0.132 -0.114 -0.032 -0.015 0.022 0.189 1.000
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9.　結　び

　わが国における新たな会計基準の適用時期に関して企業に選択の機会を与えることは決し

て稀有のことではないが、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用については、3つの時

期から企業が自由に選ぶことができたという意味では特異な選択状況を生み出した。強制適

用が始まる前の段階で適用を始めた企業の中には、むしろ積極的な対応を行うことが企業の

評価を高めることになろうという期待から早い段階で適用することを決断したところもあっ

たが、本論文では、早々期あるいは早期に適用した企業は、強制されるまで適用を延期した

企業とは異なる財務的な特性を備えていたことが明らかになった。

　減損損失の計上は当期利益を引き下げるため、適用期における収益性にはマイナスの影響

を与えた。しかし、減損の対象となった遊休資産などは、最終的には売却等を通じてキャッ

シュフローとして回収されることになり、減損により簿価を切り下げた結果、売却損が大き

く出ないことになり、売却に伴うマイナスの影響が小さくなったことも事実であろう。また、

資産の圧縮、財務体質の改善が図られたことに加え、キャッシュフローが増加し、借入金返

済を加速することができるという効果も期待された。本論文では、減損会計を任意で適用す

ることが認められた期間から強制された期間までの間で財務指標がどれほど変化したかを計

測することにより、早々期あるいは早期に適用した企業群は、強制期に適用した企業群に比

表 9　回帰分析の結果

変　　数 予測符号 係数 標準誤差 t 値 P値 判定 VIF

定数項 0.011 0.001 8.059 0.000 ***

使用総資本利益率（％）早々期 ＋ 0.317 0.018 17.970 0.000 *** 1.067

売上高原価率（％P）改善度 － -0.355 0.027 -13.195 0.000 *** 1.044

売上高販管費率（％P）改善度 － -0.327 0.030 -10.898 0.000 *** 1.119

固定資産回転率（回）改善度 ＋ 0.000 0.000 -1.550 0.121 1.004

流動資産回転日数（日）改善度 ＋ 0.000 0.000 -0.108 0.914 1.097

流動比率（比）改善度 ＋ 0.000 0.002 0.287 0.774 1.062

株主資本比率（％P）改善度 ± 0.057 0.010 5.799 0.000 *** 1.069

早々期ダミー ＋ 0.018 0.004 4.241 0.000 *** 1.026

早期ダミー ＋ 0.012 0.003 3.865 0.000 *** 1.021

決定係数

R2 0.220

修正R2 0.217

ダービンワトソン比 1.9304
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べて、こうした利点を活用することができ、企業業績の改善に成果をあげることに成功して

いることを明らかにすることができた。

　その一方で、安全性を表す指標である株主資本比率、固定比率ならびに負債比率では、早々

期および強制期においてばかりではなく、その間の改善度をみても、強制期群が優位である

ことが示された。安全性の保たれている企業であるために、強制される前に適用する必要性

を感じなかったとも考えられる。あるいは、それらの企業は保守的な会計政策をとる傾向が

あり、早々期あるいは早期に適用することのリスクを避けたのかもしれない。さらなる分析

が求められる研究課題である。
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